
児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の概要 

（平成２３年６月公布施行） 
 

Ⅰ 概要 

１．職員配置基準関係  

（１）加算職員の配置の義務化  

① 家庭支援専門相談員の配置を義務化する。  

※ 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設  

② 個別対応職員の配置を義務化する。 
※ 乳児院（定員 20 人以下を除く）、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設、児童

自立支援施設及び一時保護施設（１０人以下を除く）  

③ 心理療法（指導）担当職員（対象者１０人以上に心理療法（指導）を行う

場合）の配置を義務化する。  

※ 乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設 

※ 知的障害児施設（第一種自閉症児施設を除く）、盲ろうあ児施設（難聴幼児通園施

設を除く）、肢体不自由児療護施設については対象者５人以上、一時保護施設につ

いては対象者がいる場合 

（２）現行の措置費等に含まれている直接職員で最低基準に明記されていない

ものの明記  

① 乳児院における看護師等（１歳児以上の場合）の配置数を明記する。  

※１歳児 １．７：１、２歳児 ２：１、３歳以上児 ４：１ (現在は乳児１．７：１の

み規定）  

② 児童養護施設における看護師（乳児入所の場合）の配置を明記する。 

③ 小規模施設における保育士等の加配を明記する。 
※乳児院（定員１０人以上２０人以下）、児童養護施設（定員４５人以下）、知的障害

児施設（第一種自閉症児施設を除く）（定員３０人以下）及び盲ろうあ児施設（難聴

幼児通園施設を除く）（定員３５人以下） 

④ 母子生活支援施設における母子支援員・少年指導員の配置数を明記する。  
※２０世帯以上施設で各２人配置（現在は各１人のみ規定）  

 

（注）(1)①②は、経過措置として、平成 23 年度末までは置かないこともできる。 

資料７ 



２．設備基準関係  

① 居室面積の下限の引上げを行う。 

※乳児院       １人１．６５㎡以上 → ２．４７㎡以上  

※母子生活支援施設  １人概ね３．３㎡以上 → １室３０㎡以上  

※児童養護施設、知的障害児施設（第一種自閉症児施設を除く） 、盲ろうあ児施設（難

聴幼児通園施設を除く） 、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設、自立援助

ホーム、一時保護施設及び婦人保護施設  

         １人３．３㎡以上 → ４．９５㎡以上（児童養護施設、知的障害児施設、 

盲ろうあ児施設及び一時保護施設の乳幼児のみの居室

は３．３㎡以上） 

 
② 居室定員の上限の引下げを行う。  

※児童養護施設、知的障害児施設（第一種自閉症児施設を除く）、盲ろうあ児施設（難

聴幼児通園施設を除く）及び一時保護施設  

               １５人以下 → ４人以下（乳幼児のみの居室は６人以下）  

※情緒障害児短期治療施設    ５人以下 → ４人以下  

※児童自立支援施設        １５人以下 → ４人以下    

 
③ 相談室の設置を義務化する。  

※乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、児童自立支援施設及び一時保護施設（情

短施設は規定済）     

 

（注）①②は、改正施行後に新設、増築又は全面改築される居室に、③は改正施行後に新

設又は全面改築される施設に適用する。  

 

３．その他  

  各施設の運営理念の表現の見直し、運営の一般原則の規定の新設等、所要

の改正を行う。 

 

Ⅱ 施行期日  

 公布の日（平成２３年６月１７日） 
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都道府県知事

各 指定都市市長 殿

中 核 市 市 長

厚生労働省雇用均等・児童家庭局長

厚生労働省社会・援護局

障害保健福祉部長

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令の施行について

児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令（平成２３年厚生労働省令第７１号。

以下「改正省令」という。）が平成２３年６月１７日に別添のとおり公布され、同日

から施行された。これにより、児童福祉施設最低基準（昭和２３年厚生省令第６３号）、

児童福祉法施行規則（昭和２３年厚生省令第１１号）、婦人保護施設の設備及び運営

に関する最低基準（平成１４年厚生労働省令第４９号）及び児童福祉法に基づく指定

知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１

７８号）の改正がそれぞれ施行されたところである。

改正省令による改正の趣旨及び内容については、下記のとおりであるので、御了知

の上、その運用に遺漏のないようお願いする。

記

第１ 改正の趣旨

社会的養護の在り方の見直しについては、社会保障審議会児童部会社会的養護専

門委員会及び児童養護施設等の社会的養護の課題に関する検討委員会において検討

を行ってきたところであるが、このうち、当面早急な改正が可能な事項について、
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今般、児童福祉施設最低基準等の改正を行うこととし、社会的養護の充実を図ると

ともに、障害児施設支援の充実等も併せて図るものである。

第２ 児童福祉施設最低基準の一部改正（改正省令第１条関係）

１ 職員配置基準の改正

(1) 加算職員の配置の義務化

① 家庭支援専門相談員の配置の義務化

ア 乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設

において、家庭支援専門相談員の配置を義務化する。（第２１条第１項、

第２２条第１項、第４２条第１項、第７５条第１項及び第８０条第１項）

イ 家庭支援専門相談員の資格要件は、社会福祉士、精神保健福祉士、当該

施設において養育又は指導に５年以上従事した者又は児童福祉司の任用資

格を有する者とする。（第２１条第２項、第４２条第２項、第７５条第４

項及び第８０条第２項）

② 個別対応職員の配置の義務化

乳児院（定員２０人以下の施設を除く。）、児童養護施設、情緒障害児短

期治療施設及び児童自立支援施設において、個別対応職員の配置を義務化す

る。（第２１条第１項、第４２条第１項、第７５条第１項及び第８０条第１

項）

③ 心理療法担当職員及び心理指導担当職員の配置の義務化

ア 乳児院（定員１０人未満の施設を除く。）、母子生活支援施設、児童養

護施設及び児童自立支援施設において、対象者１０人以上に心理療法を行

う場合の心理療法担当職員の配置を義務化する。（第２１条第３項、第２

７条第２項、第４２条第３項及び第８０条第３項）

イ 知的障害児施設（第一種自閉症児施設を除く。）、盲ろうあ児施設（難

聴幼児通園施設を除く。）及び肢体不自由児療護施設において、対象者５

人以上に心理指導を行う場合の心理指導担当職員の配置を義務化する。（第

４９条第３項及び第８項、第６１条第２項並びに第６９条第６項）

ウ 心理療法担当職員及び心理指導担当職員の資格要件は、大学で心理学を

専修する学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者で個人及び

集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認

められる者とする。（第２１条第４項、第２７条第３項、第４２条第４項、

第４９条第４項及び第８項、第６１条第３項並びに第６９条第７項）

ただし、児童自立支援施設の心理療法担当職員にあっては、大学で心理

学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等で、個人
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及び集団心理療法の技術を有し、かつ、心理療法に関する１年以上の経験

を有するものとする。（第８０条第４項）

④ 経過措置

ア 家庭支援専門相談員及び個別対応職員については、平成２４年３月３１

日までの間は、①ア及び②にかかわらず、これらの職員を配置しないこと

ができる。（改正省令附則第４条第１項）

イ 改正省令の施行の際現に乳児院、児童養護施設、情緒障害児短期治療施

設又は児童自立支援施設に配置されている家庭支援専門相談員に相当する

者は、①イにかかわらず、当該乳児院等における家庭支援専門相談員とな

ることができる。（改正省令附則第５条）

(2) 現行の措置費等に含まれている直接処遇職員で児童福祉施設最低基準に配置

が規定されていないものの配置の明確化

① 乳児院の職員配置の明確化

ア 乳児院（定員１０人未満の施設を除く。）の看護師、保育士又は児童指

導員の数について、１歳以上児については、１歳児おおむね１．７人につ

き１人以上、２歳児おおむね２人につき１人以上、３歳以上児おおむね４

人につき１人以上とする。（第２１条第５項）

イ 定員１０人以上２０人以下の施設に、保育士を１人以上加配することと

する。（第２１条第７項）

② 母子生活支援施設の職員配置の明確化

ア 定員２０世帯以上の母子生活支援施設の母子支援員（母子指導員を改称）

及び少年指導員の数について、それぞれ２人以上とする。（第２７条第４

項）

イ 保育所に準ずる設備の保育士の数について、乳幼児おおむね３０人につ

き１人以上とする。（第３０条第２項）

③ 児童養護施設の職員配置の明確化

ア 定員４５人以下の施設に、児童指導員又は保育士を１人以上加配するこ

ととする。（第４２条第６項）

イ 乳児が入所している施設にあっては、看護師を、乳児おおむね１．７人

につき１人以上配置することとする。（第４２条第１項及び第７項）

④ 知的障害児施設（第一種自閉症児施設を除く。）の職員配置の明確化

定員３０人以下の施設に、児童指導員又は保育士を１人以上加配すること

とする。（第４９条第５項及び第８項）

⑤ 盲ろうあ児施設（難聴幼児通園施設を除く。）の職員配置の明確化

定員３５人以下の施設に、児童指導員又は保育士を１人以上加配すること
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とする。（第６１条第４項）

(3) 職員の資格要件等の改正

① 母子指導員の名称及び資格要件の改正

ア 「母子指導員」の名称を「母子支援員」に改める。（第２７条第１項）

イ 母子支援員の資格要件に、精神保健福祉士を追加する。（第２８条）

② 児童の遊びを指導する者の資格要件の改正

児童の遊びを指導する者の資格要件に、社会福祉士及び大学で社会福祉学

を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等で都道府県知

事等が適当と認めたものを追加する。（第３８条第２項）

③ 児童指導員の資格要件の改正

児童指導員の資格要件に、社会福祉士、精神保健福祉士及び大学で社会福

祉学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等を追加す

る。（第４３条）

④ 児童自立支援施設の長の資格要件の改正

児童自立支援施設の長の資格要件について、「社会福祉士となる資格を有

する者」を「社会福祉士の資格を有する者」に改めるとともに、第８１条第

４号イに規定する児童福祉司の任用資格を有する者の児童福祉事業の従事期

間について、国、都道府県、指定都市又は児童相談所設置市の内部組織にお

ける児童福祉に関する事務の従事期間が含まれることとする。（第８１条）

これにより、同号イに規定する児童福祉事業には、本庁児童担当課の職員

としての業務のほか、当該職員以外の本庁児童担当行政に携わる職員の児童

福祉に関する事務についても含まれるものである。

⑤ 児童自立支援専門員の資格要件の改正

児童自立支援専門員の資格要件について、「社会福祉士となる資格を有す

る者」を「社会福祉士の資格を有する者」に改めるとともに、大学で社会福

祉学を専修する学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した者等を追加す

る。（第８２条）

⑥ 児童生活支援員の資格要件の改正

児童生活支援員の資格要件について、「社会福祉士となる資格を有する者」

を「社会福祉士の資格を有する者」に改める。（第８３条）

２ 設備基準の改正

(1) 居室面積の引上げ

① 乳児院の寝室等の面積の下限の引上げ
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乳児院の寝室（定員１０人未満の施設にあっては、乳幼児の養育のための

専用の室）の面積について、１人につき１．６５㎡以上を、１人につき２．

４７㎡以上に引き上げる。（第１９条及び第２０条）

② 母子生活支援施設の母子室の面積の下限の引上げ等

ア 母子生活支援施設の母子室の面積について、おおむね１人につき３．３

㎡以上を、１室につき３０㎡以上に引き上げる。（第２６条）

イ 母子室に調理設備、浴室及び便所を設けることとするとともに、施設に

調理場、浴室及び便所を設けることとする規定の部分を削除する。（第２

６条）

③ 児童養護施設等の居室の面積の下限の引上げ

児童養護施設、知的障害児施設（第一種自閉症児施設を除く。） 、盲ろう

あ児施設（難聴幼児通園施設を除く。） 、情緒障害児短期治療施設及び児童

自立支援施設の居室の面積について、１人につき３．３㎡以上を、１人につ

き４．９５㎡以上に引き上げる。ただし、児童養護施設、知的障害児施設及

び盲ろうあ児施設の乳幼児のみの居室にあっては、１人につき３．３㎡以上

とする。（第４１条、第４８条第１項及び第３項、第６０条第１項及び第３

項、第７４条並びに第７９条第２項）

④ 経過措置

改正省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、

知的障害児施設、盲ろうあ児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支

援施設の建物（建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全

面的に改築された部分を除く。）については、①から③までにかかわらず、

なお従前の例による。（改正省令附則第３条）

この場合において、改正省令の施行日（平成２３年６月１７日）に現に基

本設計が終了している施設及びこれに準ずるものと認められる施設について

も、同日に現に「建築中のもの」として取り扱って差し支えない。なお、「こ

れに準ずるものと認められる施設」とは、同日に施設を設置する者が確定し

ており、かつ、当該設置者が当該事業の用に供する用地を確保しているもの

であって、１年以内に確実に建物の着工が見込まれる程度に具体的な構想に

至っていると都道府県、指定都市又は児童相談所設置市（母子生活支援施設

にあっては、都道府県、指定都市又は中核市）において認めるものとする。

また、同日に現に「建築中のもの」に係るこの取扱いについては、（２）

④及び（３）②、第３の１（２）並びに２（２）②及び③、第４の２並びに

第５の２（１）②及び（２）②においても同様である。

(2) 居室定員の引下げ
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① 児童養護施設等の居室定員の上限の引下げ

児童養護施設、知的障害児施設（第一種自閉症児施設を除く。）及び盲ろ

うあ児施設（難聴幼児通園施設を除く。）の居室の定員について、１５人以

下を４人以下（乳幼児のみの居室にあっては、６人以下）に引き下げる。（第

４１条、第４８条第１項及び第３項並びに第６０条第１項及び第３項）

② 情緒障害児短期治療施設の居室定員の上限の引下げ

情緒障害児短期治療施設の居室の定員について、５人以下を４人以下に引

き下げる。（第７４条）

③ 児童自立支援施設の居室定員の上限の引下げ

児童自立支援施設の居室の定員について、１５人以下を４人以下に引き下

げる。（第７９条第２項）

④ 経過措置

改正省令の施行の際現に存する児童養護施設、知的障害児施設、盲ろうあ

児施設、情緒障害児短期治療施設又は児童自立支援施設の建物（建築中のも

のを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除

く。）については、①から③までにかかわらず、なお従前の例による。（改

正省令附則第３条）

(3) 相談室の設置の義務化

① 相談室の設置の義務化

乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設及び児童自立支援施設において、

相談室の設置を義務化する。（第１９条、第２０条、第２６条、第４１条及

び第７９条第２項）

② 経過措置

改正省令の施行の際現に存する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設

又は児童自立支援施設の建物（建築中のものを含み、改正省令の施行後に全

面的に改築されたものを除く。）については、①にかかわらず、なお従前の

例による。（改正省令附則第２条）

(4) 少数の児童を対象とする場合の便所の設置

児童養護施設、情緒障害児短期治療施設及び児童自立支援施設の便所につい

て、小規模グループケア、地域小規模児童養護施設等により少数の児童を対象

として設けるときは、男女別の設置を要しないこととする。（第４１条、第７

４条及び第７９条第２項）

３ 各施設の運営理念等の改正

(1) 乳児院における養育等
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① 養育について、「乳幼児の心身及び社会性の健全な発達を促進し」とする

等の見直しを行う。（第２３条第１項及び第２項）

② 家庭環境の調整及び関係機関との連携についての規定を追加する。（第２

３条第３項及び第２５条）

(2) 母子生活支援施設における生活支援等

① 「生活指導」の規定を「生活支援」に改めるとともに、「母子を共に入所

させる施設の特性を生かしつつ、親子関係の再構築等及び退所後の生活の安

定が図られるよう」の字句を追加する等の見直しを行う。（第２９条）

② 授産場の運営の規定を削除する。（改正前の第３０条）

③ 関係機関との連携について、関係機関として婦人相談所を明記する。（第

３１条）

(3) 児童養護施設における養護

① 「養護」全体についての規定を設け、「児童に対して安定した生活環境を

整えるとともに、生活指導、学習指導、職業指導及び家庭環境の調整を行い

つつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長とその自立を支

援することを目的として行わなければならない」旨を規定する。（第４４条）

② 生活指導について、「将来自立した生活を営むために必要な知識及び経験

を得ることができるように」の字句を追加する。（第４５条第１項）

③ 学習指導の規定を追加し、「適性、能力等に応じた学習を行うことができ

るよう」支援する旨を規定する。（第４５条第２項）

④ 職業指導の規定を見直し、「適性、能力等に応じた職業選択を行うことが

できるよう」支援する旨を規定する。（第４５条第３項）

⑤ 家庭環境の調整について、「親子関係の再構築等が図られるように」の字

句を追加する等の見直しを行う。（第４５条第４項）

(4) 知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設及び肢体不自由児施

設における学習指導等

① 学習指導の規定を追加し、「適性、能力等に応じた学習を行うことができ

るよう」支援する旨を規定する（知的障害児通園施設を除く。）。 ただし、

難聴幼児通園施設及び肢体不自由児通園施設については、学習指導を行わな

いことができるものとする。（第５０条第２項、第６３条及び第７１条第１

項）

② 職業指導について、（３）④と同様の改正を行う。（第５１条第２項、第

５７条第２項、第６３条及び第７１条第１項）

(5) 情緒障害児短期治療施設における家庭環境の調整

家庭環境の調整について、「保護者に児童の状態及び能力を説明する」、「親
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子関係の再構築等が図られるように」とする等の見直しを行う。（第７６条第

２項）

(6) 児童自立支援施設における生活指導等

生活指導、職業指導及び家庭環境の調整について、（３）②、④及び⑤と同

様の改正を行う。（第８４条第３項）

４ 総則の改正

(1) 施設運営の一般原則の追加

人権と人格の尊重、地域社会との交流連携及び保護者等への説明、自己評価

等の規定を追加する。（第５条第１項から第３項まで）

(2) 施設職員の一般的要件の改正

人間性と倫理観及び自己研鑽の文言を追加する。（第７条及び第７条の２第

１項）

(3) 衛生管理の規定の改正

① 食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努める

こととする。（第１０条第２項）

② 入浴又は清拭を１週２回以上とする規定を、「入所している者の希望等を

勘案し、清潔を維持することができるよう適切に」に改める。（第１０条第

３項）

(4) 食事の規定の改正

① 小規模グループケア又は地域小規模児童養護施設により少数の児童を対象

として家庭的な環境の下で調理するときは、あらかじめ作成した献立に従う

旨の規定によらないことができることとする。（第１１条第４項）

② 食を営む力の育成（食育）の規定を追加する。（第１１条第５項）

(5) 入所した者の健康診断の規定の改正

「必要に応じ梅毒反応検査を行わなければならない」旨の規定を削除する。

（改正前の第１２条第３項）

５ その他

助産施設について、第一種助産施設に、医療法の診療所を加える。（第１５条

第２項）

第３ 児童福祉法施行規則の一部改正（改正省令第２条関係）

１ 児童自立生活援助事業所（自立援助ホーム）の居室面積の引上げ

(1) 児童自立生活援助事業所の居室の面積の下限の引上げ
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児童自立生活援助事業所の居室の面積について、１人につき３．３㎡以上を、

１人につき４．９５㎡以上に引き上げる。（第３６条の９）

(2) 経過措置

改正省令の施行の際現に存する児童自立生活援助事業所の建物（建築中のも

のを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）

については、(1)にかかわらず、なお従前の例による。（改正省令附則第６条）

２ 児童相談所の一時保護施設の基準の改正

(1) 職員配置基準、設備基準等の改正

児童相談所の一時保護施設の設備及び運営については、児童養護施設に係る

児童福祉施設最低基準の規定を準用することとされているが、改正省令による

改正後の当該規定については、家庭支援専門相談員に係る部分及び定員４５人

以下の場合における職員の加配に係る部分を除き、準用することとすることと

し、次に掲げる改正は、一時保護施設にも適用されるものである。ただし、①

については、児童１０人以下を一時保護する施設には適用しないこととし、ま

た、②については、一時保護する児童に心理療法を行う場合に適用する。（第

３５条）

① 個別対応職員の配置の義務化（第２の１（１）②）

② 心理療法担当職員の配置の義務化（第２の１（１）③）

③ 職員配置の明確化のうち、乳児が入所している場合における看護師の配置

（第２の１（２）③イ）

④ 居室の面積の下限の引上げ（第２の２（１）③）

⑤ 居室定員の上限の引下げ（第２の２（２）①）

⑥ 相談室の設置の義務化（第２の２（３）①）

⑦ 運営理念の改正（第２の３（３））

(2) 経過措置

① 個別対応職員の配置の義務化に係る経過措置

個別対応職員については、平成２４年３月３１日までの間は、（１）①に

かかわらず、これを配置しないことができる。（改正省令附則第４条第２項）

② 居室の面積の下限の引上げ及び居室定員の上限の引下げに係る経過措置

改正省令の施行の際現に存する一時保護施設の建物（建築中のものを含み、

改正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）につ

いては、（１）④及び⑤にかかわらず、なお従前の例による。（改正省令附

則第３条）

③ 相談室の設置の義務化に係る経過措置
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改正省令の施行の際現に存する一時保護施設の建物（建築中のものを含み、

改正省令の施行後に全面的に改築されたものを除く。）については、（１）

⑥にかかわらず、なお従前の例による。（改正省令附則第２条）

３ 里親の規定の改正

(1) 親族里親の要件の明確化

親族里親の要件について、要保護児童の両親等が疾病による入院の状態とな

ったことによりこれらの者による養育が期待できない場合も含まれることを明

確化する。（第１条の３３第２項）

(2) 養育里親の申請書の添付書類の改正

民法等の一部を改正する法律（平成２３年法律第６１号）により児童福祉法

（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１９第１項の規定が改正され、養育

里親の欠格事由とされていた同居人が成年被後見人又は被保佐人である場合も

養育里親となることができることとされたことから、養育里親の申請書の添付

書類である欠格事由に該当しない者であることを証する書類について、同居人

にあっては、成年被後見人又は被保佐人に該当しないことを証することを要し

ないこととする。（第３６条の４１第３項）

４ 家庭的保育事業の規定の改正

家庭的保育事業について、改正省令による改正後の児童福祉施設最低基準第７

条、第７条の２、第１０条第２項及び第１１条第５項の規定を準用することとす

る。（第３６条の３８第２項）

第４ 婦人保護施設の設備及び運営に関する最低基準の一部改正（改正省令第３条関

係）

１ 婦人保護施設の居室の面積の下限の引上げ

婦人保護施設の居室の面積について、１人につき３．３㎡以上を、１人につき

４．９５㎡以上に引き上げる。（第１０条第４項）

２ 経過措置

改正省令の施行の際現に存する婦人保護施設の建物（建築中のものを含み、改

正省令の施行後に増築され、又は全面的に改築された部分を除く。）については、

１にかかわらず、なお従前の例による。（改正省令附則第７条）

第５ 児童福祉法に基づく指定知的障害児施設等の人員、設備及び運営に関する基準
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の一部改正（改正省令第４条関係）

１ 人員に関する基準の改正

(1) 心理指導担当職員等の配置の義務化

① 指定知的障害児施設（指定第一種自閉症児施設を除く。）、指定盲ろうあ

児施設（指定難聴幼児通園施設を除く。）及び指定肢体不自由児療護施設に

おいて、対象者５人以上に心理指導を行う場合の心理指導担当職員の配置を

義務化する。（第３条第２項、第５条第２項、第６１条第２項及び第７１条

第２項）

② 指定知的障害児施設（指定第一種自閉症児施設を除く。）及び指定盲ろう

あ児施設（指定難聴幼児通園施設を除く。）において、職業指導を行う場合

の職業指導員の配置を義務化する。（第３条第２項、第５条第２項及び第６

１条第２項）

(2) 指定知的障害児施設（指定第一種自閉症児施設を除く。）の職員配置の明確

化

定員３０人以下の施設に、児童指導員又は保育士を１人以上加配することと

する。（第３条第１項及び第５条第１項）

(3) 指定盲ろうあ児施設（指定難聴幼児通園施設を除く。）の職員配置の明確化

定員３５人以下の施設に、児童指導員又は保育士を１人以上加配することと

する。（第６１条第１項）

２ 設備に関する基準の改正

(1) 居室面積の引上げ

① 指定知的障害児施設等の居室の面積の下限の引上げ

指定知的障害児施設（指定第一種自閉症児施設を除く。） 及び指定盲ろう

あ児施設（指定難聴幼児通園施設を除く。）の居室の面積について、１人に

つき３．３㎡以上を、１人につき４．９５㎡以上に引き上げる。ただし、指

定知的障害児施設及び指定盲ろうあ児施設の乳幼児のみの居室にあっては、

１人につき３．３㎡以上とする。（第６条第２項、第８条第２項、第６３条

第２項及び第６４条第２項）

② 経過措置

改正省令の施行の際現に存する指定知的障害児施設又は指定盲ろうあ児施

設の建物（建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的

に改築された部分を除く。）については、①にかかわらず、なお従前の例に

よる。（改正省令附則第８条）
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(2) 居室定員の引下げ

① 指定知的障害児施設等の居室定員の上限の引下げ

指定知的障害児施設（指定第一種自閉症児施設を除く。）及び指定盲ろう

あ児施設（指定難聴幼児通園施設を除く。）の居室の定員について、１５人

以下を４人以下（乳幼児のみの居室にあっては、６人以下）に引き下げる。

（第６条第２項、第８条第２項、第６３条第２項及び第６４条第２項）

② 経過措置

改正省令の施行の際現に存する指定知的障害児施設又は指定盲ろうあ児施

設の建物（建築中のものを含み、改正省令の施行後に増築され、又は全面的

に改築された部分を除く。）については、①にかかわらず、なお従前の例に

よる。（改正省令附則第８条）

３ 運営に関する基準の改正

食事及び健康管理の規定について、第２の４（４）②及び（５）と同様の改正

を行う。（第２８条第４項、改正前の第３０条第３項等）

第６ 施行期日

改正省令は、公布の日（平成２３年６月１７日）から施行する。（改正省令附則

第１条）
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号
）
（
第
三
条
関
係
）
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
39
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○

児
童
福
祉
施
設

低
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）
（
抄
）
（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
章

総
則

第
一
章

総
則

（
児
童
福
祉
施
設
の
一
般
原
則
）

（
児
童
福
祉
施
設
の
構
造
設
備
の
一
般
原
則
）

第
五
条

児
童
福
祉
施
設
は
、
入
所
し
て
い
る
者
の
人
権
に
十
分
配
慮
す
る
と
と

（
新
設
）

も
に
、
一
人
一
人
の
人
格
を
尊
重
し
て
、
そ
の
運
営
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

児
童
福
祉
施
設
は
、
地
域
社
会
と
の
交
流
及
び
連
携
を
図
り
、
児
童
の
保
護

（
新
設
）

者
及
び
地
域
社
会
に
対
し
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
の
運
営
の
内
容
を
適
切
に
説

明
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

児
童
福
祉
施
設
は
、
そ
の
運
営
の
内
容
に
つ
い
て
、
自
ら
評
価
を
行
い
、
そ

（
新
設
）

の
結
果
を
公
表
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

児
童
福
祉
施
設
に
は
、
法
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
目
的
を
達
成
す
る

第
五
条

児
童
福
祉
施
設
に
は
、
法
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
目
的
を
達
成

た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

す
る
た
め
に
必
要
な
設
備
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

児
童
福
祉
施
設
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
入
所
し
て
い
る
者
の
保
健

２

児
童
福
祉
施
設
の
構
造
設
備
は
、
採
光
、
換
気
等
入
所
し
て
い
る
者
の
保
健

衛
生
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
つ
て
設
け
ら

衛
生
及
び
こ
れ
ら
の
者
に
対
す
る
危
害
防
止
に
十
分
な
考
慮
を
払
つ
て
設
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る
職
員
の
一
般
的
要
件
）

（
児
童
福
祉
施
設
に
お
け
る
職
員
の
一
般
的
要
件
）
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第
七
条

児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
従
事
す
る
職
員
は
、
健

第
七
条

児
童
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
者
の
保
護
に
従
事
す
る
職
員
は
、
健

全
な
心
身
を
有
し
、
豊
か
な
人
間
性
と
倫
理
観
を
備
え
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱

全
な
心
身
を
有
し
、
児
童
福
祉
事
業
に
熱
意
の
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
で
き
る
限

意
の
あ
る
者
で
あ
つ
て
、
で
き
る
限
り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ

り
児
童
福
祉
事
業
の
理
論
及
び
実
際
に
つ
い
て
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば

い
て
訓
練
を
受
け
た
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
）

（
児
童
福
祉
施
設
の
職
員
の
知
識
及
び
技
能
の
向
上
等
）

第
七
条
の
二

児
童
福
祉
施
設
の
職
員
は
、
常
に
自
己
研
鑽
に
励
み
、
法
に
定
め

第
七
条
の
二

児
童
福
祉
施
設
の
職
員
は
、
法
に
定
め
る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
目

さ
ん

る
そ
れ
ぞ
れ
の
施
設
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修

的
を
達
成
す
る
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
技
能
の
修
得
、
維
持
及
び
向
上
に
努

得
、
維
持
及
び
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
衛
生
管
理
等
）

（
衛
生
管
理
等
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２

児
童
福
祉
施
設
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
感
染
症
又
は
食
中
毒
が

２

児
童
福
祉
施
設
は
、
当
該
児
童
福
祉
施
設
に
お
い
て
感
染
症
が
発
生
し
、
又

発
生
し
、
又
は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け

は
ま
ん
延
し
な
い
よ
う
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

３

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
保
育
所
及
び
児
童
厚
生
施
設
を
除
く
。
）
に

３

児
童
福
祉
施
設
（
助
産
施
設
、
乳
児
院
、
保
育
所
、
児
童
厚
生
施
設
、
肢
体

お
い
て
は
、
入
所
し
て
い
る
者
の
希
望
等
を
勘
案
し
、
清
潔
を
維
持
す
る
こ
と

不
自
由
児
施
設
及
び
重
症
心
身
障
害
児
施
設
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
一
週

が
で
き
る
よ
う
適
切
に
、
入
所
し
て
い
る
者
を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
拭
し
な
け

間
に
二
回
以
上
、
入
所
し
て
い
る
者
を
入
浴
さ
せ
、
又
は
清
拭
し
な
け
れ
ば
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

４

（
略
）

４

（
略
）

（
食
事
）

（
食
事
）
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第
十
一
条

（
略
）

第
十
一
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

４

調
理
は
、
あ
ら
か
じ
め
作
成
さ
れ
た
献
立
に
従
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
た
だ
し
、
少
数
の
児
童
を
対
象
と
し
て
家
庭
的
な
環
境
の
下
で
調
理
す
る

い
。

と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５

児
童
福
祉
施
設
は
、
児
童
の
健
康
な
生
活
の
基
本
と
し
て
の
食
を
営
む
力
の

（
新
設
）

育
成
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
入
所
し
た
者
及
び
職
員
の
健
康
診
断
）

（
入
所
し
た
者
及
び
職
員
の
健
康
診
断
）

第
十
二
条

児
童
福
祉
施
設
（
児
童
厚
生
施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を

第
十
二
条

児
童
福
祉
施
設
（
児
童
厚
生
施
設
及
び
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を

除
く
。
第
四
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
は
、
入
所
し

除
く
。
第
五
項
を
除
き
、
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
長
は
、
入
所
し

た
者
に
対
し
、
入
所
時
の
健
康
診
断
、
少
な
く
と
も
一
年
に
二
回
の
定
期
健
康

た
者
に
対
し
、
入
所
時
の
健
康
診
断
、
少
な
く
と
も
一
年
に
二
回
の
定
期
健
康

診
断
及
び
臨
時
の
健
康
診
断
を
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

診
断
及
び
臨
時
の
健
康
診
断
を
、
学
校
保
健
安
全
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第

五
十
六
号
）
に
規
定
す
る
健
康
診
断
に
準
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
十
六
号
）
に
規
定
す
る
健
康
診
断
に
準
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
削
る
）

３

児
童
福
祉
施
設
の
長
は
、
第
一
項
の
健
康
診
断
に
当
た
つ
て
は
、
必
要
に
応

じ
梅
毒
反
応
検
査
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

第
一
項
の
健
康
診
断
を
し
た
医
師
は
、
そ
の
結
果
必
要
な
事
項
を
母
子
健
康

４

第
一
項
の
健
康
診
断
を
し
た
医
師
は
、
そ
の
結
果
必
要
な
事
項
を
母
子
健
康

手
帳
又
は
入
所
し
た
者
の
健
康
を
記
録
す
る
表
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
必
要

手
帳
又
は
入
所
し
た
者
の
健
康
を
記
録
す
る
表
に
記
入
す
る
と
と
も
に
、
必
要

に
応
じ
入
所
の
措
置
又
は
助
産
の
実
施
、
母
子
保
護
の
実
施
若
し
く
は
保
育
の

に
応
じ
入
所
の
措
置
又
は
助
産
の
実
施
、
母
子
保
護
の
実
施
若
し
く
は
保
育
の

実
施
を
解
除
又
は
停
止
す
る
等
必
要
な
手
続
を
と
る
こ
と
を
、
児
童
福
祉
施
設

実
施
を
解
除
又
は
停
止
す
る
等
必
要
な
手
続
を
と
る
こ
と
を
、
児
童
福
祉
施
設

の
長
に
勧
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
長
に
勧
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

児
童
福
祉
施
設
の
職
員
の
健
康
診
断
に
当
た
つ
て
は
、
特
に
入
所
し
て
い
る

５

児
童
福
祉
施
設
の
職
員
の
健
康
診
断
に
当
た
つ
て
は
、
特
に
入
所
し
て
い
る
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者
の
食
事
を
調
理
す
る
者
に
つ
き
、
綿
密
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

者
の
食
事
を
調
理
す
る
者
に
つ
き
、
綿
密
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

。

第
二
章

助
産
施
設

第
二
章

助
産
施
設

（
種
類
）

（
種
類
）

第
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条

（
略
）

２

第
一
種
助
産
施
設
と
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の

２

第
一
種
助
産
施
設
と
は
、
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百
五
号
）
の

病
院
又
は
診
療
所
で
あ
る
助
産
施
設
を
い
う
。

病
院
で
あ
る
助
産
施
設
を
い
う
。

３

（
略
）

３

（
略
）

第
三
章

乳
児
院

第
三
章

乳
児
院

（
設
備
の
基
準
）

（
乳
児
院
の
設
備
の
基
準
）

第
十
九
条

乳
児
院
（
乳
児
又
は
幼
児
（
以
下
「
乳
幼
児
」
と
い
う
。
）
十
人
未

第
十
九
条

乳
児
院
（
乳
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）
の
設

満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す

備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
。

一

寝
室
、
観
察
室
、
診
察
室
、
病
室
、
ほ
ふ
く
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
浴

一

寝
室
、
観
察
室
、
診
察
室
、
病
室
、
ほ
ふ
く
室
、
調
理
室
、
浴
室
及
び
便

室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

所
を
設
け
る
こ
と
。

二

寝
室
の
面
積
は
、
乳
幼
児
一
人
に
つ
き
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

二

寝
室
及
び
観
察
室
の
面
積
は
、
そ
れ
ぞ
れ
乳
児
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平

あ
る
こ
と
。

方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

観
察
室
の
面
積
は
、
乳
児
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で

（
新
設
）

あ
る
こ
と
。
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第
二
十
条

乳
幼
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の

第
二
十
条

乳
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と

と
お
り
と
す
る
。

お
り
と
す
る
。

一

乳
幼
児
の
養
育
の
た
め
の
専
用
の
室
及
び
相
談
室
を
設
け
る
こ
と
。

一

乳
児
の
養
育
に
専
用
の
室
を
設
け
る
こ
と
。

二

乳
幼
児
の
養
育
の
た
め
の
専
用
の
室
の
面
積
は
、
一
室
に
つ
き
九
・
九
一

二

前
項
の
室
の
面
積
は
、
一
室
に
つ
き
九
・
九
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し

平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
し
、
乳
幼
児
一
人
に
つ
き
二
・
四
七
平
方
メ
ー
ト
ル

、
乳
児
一
人
に
つ
き
一
・
六
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

以
上
で
あ
る
こ
と
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
一
条

乳
児
院
（
乳
幼
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）

第
二
十
一
条

乳
児
院
（
乳
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）
に

に
は
、
小
児
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
医
師
又
は
嘱
託
医
、
看
護
師

は
、
小
児
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
医
師
又
は
嘱
託
医
、
看
護
師
、

、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な

栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
乳
幼
児
二
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ

部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

つ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は

調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資

（
新
設
）

格
を
有
す
る
者
、
乳
児
院
に
お
い
て
乳
幼
児
の
養
育
に
五
年
以
上
従
事
し
た
者

又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３

心
理
療
法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
乳
幼
児
又
は
そ
の
保
護
者
十

（
新
設
）

人
以
上
に
心
理
療
法
を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
療
法
担
当
職
員
を
置
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号

（
新
設
）
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）
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ

に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療

法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら

れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

看
護
師
の
数
は
、
乳
児
及
び
満
二
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
一
・
七
人

２

看
護
師
の
数
は
、
お
お
む
ね
乳
児
の
数
を
一
・
七
で
除
し
て
得
た
数
（
そ
の

に
つ
き
一
人
以
上
、
満
二
歳
以
上
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児
お
お
む
ね
二
人
に

数
が
七
人
未
満
で
あ
る
と
き
は
七
人
）
以
上
と
す
る
。

つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
四
人
に
つ
き
一
人
以
上
（
こ

れ
ら
の
合
計
数
が
七
人
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
七
人
以
上
）
と
す
る
。

６

看
護
師
は
、
保
育
士
又
は
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い

３

看
護
師
は
、
保
育
士
又
は
児
童
指
導
員
（
児
童
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳

う
。
以
下
同
じ
。
）
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
乳

幼
児
十
人
の
乳
児
院
に
は
二
人
以
上
、
乳
幼
児
が
十
人
を
超
え
る
場
合
は
、
お

児
十
人
の
乳
児
院
に
は
二
人
以
上
、
乳
児
が
十
人
を
超
え
る
場
合
は
、
お
お
む

お
む
ね
十
人
増
す
ご
と
に
一
人
以
上
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ね
十
人
増
す
ご
と
に
一
人
以
上
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

前
項
に
規
定
す
る
保
育
士
の
ほ
か
、
乳
幼
児
二
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施

（
新
設
）

設
に
は
、
保
育
士
を
一
人
以
上
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
十
二
条

乳
幼
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
に
は
、
嘱
託
医
、
看
護

第
二
十
二
条

乳
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
に
は
、
嘱
託
医
、
看
護
師

師
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
及
び
調
理
員
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
を
置
か

及
び
調
理
員
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
養
育
）

（
養
育
の
内
容
）

第
二
十
三
条

乳
児
院
に
お
け
る
養
育
は
、
乳
幼
児
の
心
身
及
び
社
会
性
の
健
全

第
二
十
三
条

乳
児
院
に
お
け
る
養
育
は
、
乳
児
の
健
全
な
発
育
を
促
進
し
、
そ

な
発
達
を
促
進
し
、
そ
の
人
格
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
け
れ

の
人
格
の
形
成
に
資
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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ば
な
ら
な
い
。

２

養
育
の
内
容
は
、
乳
幼
児
の
年
齢
及
び
発
達
の
段
階
に
応
じ
て
必
要
な
授
乳

２

養
育
の
内
容
は
、
精
神
発
達
の
観
察
及
び
指
導
、
毎
日
定
時
に
行
う
授
乳
、

、
食
事
、
排
泄
、
沐
浴
、
入
浴
、
外
気
浴
、
睡
眠
、
遊
び
及
び
運
動
の
ほ
か
、

食
事
、
お
む
つ
交
換
、
入
浴
、
外
気
浴
及
び
安
静
並
び
に
定
期
に
行
う
身
体
測

せ
つ

も
く

健
康
状
態
の
把
握
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
及
び
必
要
に
応

定
の
ほ
か
、
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
康
診
断
及
び
必
要
に
応
じ
行
う

じ
行
う
感
染
症
等
の
予
防
処
置
を
含
む
も
の
と
す
る
。

感
染
症
等
の
予
防
処
置
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

乳
児
院
に
お
け
る
家
庭
環
境
の
調
整
は
、
乳
幼
児
の
家
庭
の
状
況
に
応
じ
、

（
新
設
）

親
子
関
係
の
再
構
築
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
乳
児
の
観
察
）

（
乳
児
の
観
察
）

第
二
十
四
条

乳
児
院
（
乳
幼
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）

第
二
十
四
条

乳
児
院
（
乳
児
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
乳
児
院
を
除
く
。
）
に

に
お
い
て
は
、
乳
児
が
入
所
し
た
日
か
ら
、
医
師
又
は
嘱
託
医
が
適
当
と
認
め

お
い
て
は
、
乳
児
が
入
所
し
た
日
か
ら
、
医
師
又
は
嘱
託
医
が
適
当
と
認
め
た

た
期
間
、
こ
れ
を
観
察
室
に
入
室
さ
せ
、
そ
の
心
身
の
状
況
を
観
察
し
な
け
れ

期
間
、
こ
れ
を
観
察
室
に
入
室
さ
せ
、
そ
の
心
身
の
状
況
を
観
察
し
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
）

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
）

第
二
十
四
条
の
二

乳
児
院
の
長
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る

第
二
十
四
条
の
二

乳
児
院
の
長
は
、
第
二
十
三
条
第
一
項
の
目
的
を
達
成
す
る

た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
乳
幼
児
に
つ
い
て
、
乳
幼
児
や
そ
の
家
庭
の
状
況
等

た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
乳
児
に
つ
い
て
、
乳
児
や
そ
の
家
庭
の
状
況
等
を
勘

を
勘
案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
い
。

。

（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

（
保
護
者
等
と
の
連
絡
）

第
二
十
五
条

乳
児
院
の
長
は
、
児
童
相
談
所
及
び
必
要
に
応
じ
児
童
家
庭
支
援

第
二
十
五
条

乳
児
院
の
長
は
、
乳
児
の
保
護
者
及
び
必
要
に
応
じ
当
該
乳
児
を

セ
ン
タ
ー
、
児
童
委
員
、
保
健
所
、
市
町
村
保
健
セ
ン
タ
ー
等
関
係
機
関
と
密

取
り
扱
つ
た
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉
司
（
以
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接
に
連
携
し
て
乳
幼
児
の
養
育
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な

下
「
児
童
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
又
は
児
童
委
員
と
常
に
密
接
な
連
絡
を
と
り

ら
な
い
。

、
乳
児
の
養
育
に
つ
き
、
そ
の
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
章

母
子
生
活
支
援
施
設

第
四
章

母
子
生
活
支
援
施
設

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
二
十
六
条

母
子
生
活
支
援
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
二
十
六
条

母
子
生
活
支
援
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

母
子
室
、
集
会
、
学
習
等
を
行
う
室
及
び
相
談
室
を
設
け
る
こ
と
。

一

母
子
室
、
集
会
、
学
習
等
を
行
う
室
、
調
理
場
、
浴
室
及
び
便
所
を
設
け

る
こ
と
。
た
だ
し
、
付
近
に
公
衆
浴
場
等
が
あ
る
と
き
は
、
浴
室
を
設
け
な

い
こ
と
が
で
き
る
。

二

母
子
室
は
、
こ
れ
に
調
理
設
備
、
浴
室
及
び
便
所
を
設
け
る
も
の
と
し
、

二

母
子
室
は
、
一
世
帯
に
つ
き
一
室
以
上
と
す
る
こ
と
。

一
世
帯
に
つ
き
一
室
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

母
子
室
の
面
積
は
、
三
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

三

母
子
室
の
面
積
は
、
お
お
む
ね
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上

で
あ
る
こ
と
。

四

乳
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、
付
近
に
あ
る
保
育
所

四

乳
児
又
は
幼
児
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、
付
近
に
あ
る

又
は
児
童
厚
生
施
設
が
利
用
で
き
な
い
等
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
保
育
所
に

保
育
所
又
は
児
童
厚
生
施
設
が
利
用
で
き
な
い
等
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
保

準
ず
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

育
所
に
準
ず
る
設
備
を
設
け
る
こ
と
。

五

乳
幼
児
三
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、
静
養
室

五

乳
児
又
は
幼
児
三
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、

を
、
乳
幼
児
三
十
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、
医
務

静
養
室
を
、
乳
児
又
は
幼
児
三
十
人
以
上
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施

室
及
び
静
養
室
を
設
け
る
こ
と
。

設
に
は
、
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
る
こ
と
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
二
十
七
条

母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、
母
子
支
援
員
（
母
子
生
活
支
援
施
設

第
二
十
七
条

母
子
生
活
支
援
施
設
に
は
、
母
子
指
導
員
（
母
子
生
活
支
援
施
設
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に
お
い
て
母
子
の
生
活
支
援
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
、

に
お
い
て
、
母
子
の
生
活
指
導
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
嘱
託
医

少
年
を
指
導
す
る
職
員
及
び
調
理
員
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
を
置
か
な
け

、
少
年
を
指
導
す
る
職
員
及
び
調
理
員
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
べ
き
者
を
置
か
な

れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て

は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

心
理
療
法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
母
子
十
人
以
上
に
心
理
療
法

（
新
設
）

を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
療
法
担
当
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心

（
新
設
）

理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

母
子
二
十
世
帯
以
上
を
入
所
さ
せ
る
母
子
生
活
支
援
施
設
の
母
子
支
援
員
及

（
新
設
）

び
少
年
を
指
導
す
る
職
員
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
以
上
と
す
る
。

（
母
子
支
援
員
の
資
格
）

（
母
子
指
導
員
の
資
格
）

第
二
十
八
条

母
子
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け

第
二
十
八
条

母
子
指
導
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

（
新
設
）

五

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

四

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
高
等

し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら

学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業
し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の

れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ

（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し

る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り

た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す

こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
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る
と
認
定
し
た
者
で
あ
つ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の

臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す
る
と
認
定
し
た
者
で
あ
つ
て
、
二
年

以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の

（
生
活
支
援
）

（
生
活
指
導
）

第
二
十
九
条

母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
け
る
生
活
支
援
は
、
母
子
を
共
に
入
所

第
二
十
九
条

母
子
生
活
支
援
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
は
、
個
々
の
母
子
の
家

さ
せ
る
施
設
の
特
性
を
生
か
し
つ
つ
、
親
子
関
係
の
再
構
築
等
及
び
退
所
後
の

庭
生
活
及
び
稼
働
の
状
況
に
応
じ
、
就
労
、
家
庭
生
活
及
び
児
童
の
養
育
に
関

生
活
の
安
定
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
個
々
の
母
子
の
家
庭
生
活
及
び
稼
働
の
状
況

す
る
相
談
及
び
助
言
を
行
う
等
の
支
援
に
よ
り
、
そ
の
自
立
の
促
進
を
目
的
と

に
応
じ
、
就
労
、
家
庭
生
活
及
び
児
童
の
養
育
に
関
す
る
相
談
、
助
言
及
び
指

し
、
か
つ
、
そ
の
私
生
活
を
尊
重
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

導
並
び
に
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
等
の
支
援
に
よ
り
、
そ
の
自
立
の

促
進
を
目
的
と
し
、
か
つ
、
そ
の
私
生
活
を
尊
重
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

（
保
育
所
に
準
ず
る
設
備
）

（
授
産
場
の
運
営
）

第
三
十
条

第
二
十
六
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
母
子
生
活
支
援
施
設
に
、
保

第
三
十
条

母
子
生
活
支
援
施
設
に
授
産
場
を
設
け
る
と
き
は
、
そ
の
運
営
に
つ

育
所
に
準
ず
る
設
備
を
設
け
る
と
き
は
、
保
育
所
に
関
す
る
規
定
（
第
三
十
三

き
労
働
基
準
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）
の
精
神
を
遵
守
し
な
け

条
第
二
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

保
育
所
に
準
ず
る
設
備
の
保
育
士
の
数
は
、
乳
幼
児
お
お
む
ね
三
十
人
に
つ

き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
一
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

（
関
係
機
関
と
の
連
携
）

第
三
十
一
条

母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
は
、
福
祉
事
務
所
、
母
子
自
立
支
援
員

第
三
十
条
の
二

母
子
生
活
支
援
施
設
の
長
は
、
福
祉
事
務
所
、
母
子
自
立
支
援

、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
、
児
童
相
談
所
、
母
子
福
祉
団
体
及
び
公
共
職
業
安

員
、
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
母
子
福
祉
団
体
及
び
公
共
職
業
安
定
所
並
び

定
所
並
び
に
必
要
に
応
じ
児
童
家
庭
支
援
セ
ン
タ
ー
、
婦
人
相
談
所
等
関
係
機

に
必
要
に
応
じ
児
童
の
通
学
す
る
学
校
、
児
童
相
談
所
等
関
係
機
関
と
密
接
に
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関
と
密
接
に
連
携
し
て
、
母
子
の
保
護
及
び
生
活
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な

連
携
し
て
、
母
子
の
保
護
及
び
生
活
の
支
援
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
準
用
す
る
規
定
）

（
削
る
）

第
三
十
一
条

第
二
十
六
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
母
子
生
活
支
援
施
設
に
、

保
育
所
に
準
ず
る
設
備
を
設
け
る
と
き
は
、
保
育
所
に
関
す
る
規
定
（
第
三
十

三
条
第
二
項
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。

第
五
章

保
育
所

第
五
章

保
育
所

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
三
十
二
条

保
育
所
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
三
十
二
条

保
育
所
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

八

乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い

八

乳
児
室
、
ほ
ふ
く
室
、
保
育
室
又
は
遊
戯
室
（
以
下
「
保
育
室
等
」
と
い

う
。
）
を
二
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
イ
、
ロ
及
び
ヘ
の
要
件
に
、
保
育

う
。
）
を
二
階
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
イ
、
ロ
及
び
ヘ
の
要
件
に
、
保
育

室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
ロ
か
ら
チ
ま
で
の
要
件
に
該
当

室
等
を
三
階
以
上
に
設
け
る
建
物
は
、
次
の
ロ
か
ら
チ
ま
で
の
要
件
に
該
当

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

イ
～
ホ

（
略
）

イ
～
ホ

（
略
）

ヘ

保
育
室
等
そ
の
他
乳
幼
児
が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に
、
乳
幼

ヘ

保
育
室
等
そ
の
他
乳
児
又
は
幼
児
が
出
入
し
、
又
は
通
行
す
る
場
所
に

児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

、
乳
児
又
は
幼
児
の
転
落
事
故
を
防
止
す
る
設
備
が
設
け
ら
れ
て
い
る
こ

と
。

ト
・
チ

（
略
）

ト
・
チ

（
略
）

（
保
育
時
間
）

（
保
育
時
間
）
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第
三
十
四
条

保
育
所
に
お
け
る
保
育
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
八
時
間
を
原
則
と

第
三
十
四
条

保
育
所
に
お
け
る
保
育
時
間
は
、
一
日
に
つ
き
八
時
間
を
原
則
と

し
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
乳
幼
児
の
保
護
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
家
庭
の
状
況

し
、
そ
の
地
方
に
お
け
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
護
者
の
労
働
時
間
そ
の
他
家
庭

等
を
考
慮
し
て
、
保
育
所
の
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

の
状
況
等
を
考
慮
し
て
、
保
育
所
の
長
が
こ
れ
を
定
め
る
。

（
保
護
者
と
の
連
絡
）

（
保
護
者
と
の
連
絡
）

第
三
十
六
条

保
育
所
の
長
は
、
常
に
入
所
し
て
い
る
乳
幼
児
の
保
護
者
と
密
接

第
三
十
六
条

保
育
所
の
長
は
、
常
に
入
所
し
て
い
る
乳
児
又
は
幼
児
の
保
護
者

な
連
絡
を
と
り
、
保
育
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解
及
び
協
力
を

と
密
接
な
連
絡
を
と
り
、
保
育
の
内
容
等
に
つ
き
、
そ
の
保
護
者
の
理
解
及
び

得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

協
力
を
得
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
章

児
童
厚
生
施
設

第
六
章

児
童
厚
生
施
設

（
職
員
）

（
職
員
）

第
三
十
八
条

（
略
）

第
三
十
八
条

（
略
）

２

児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

２

児
童
の
遊
び
を
指
導
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

三

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら

し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら

れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し

（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し

た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す

た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す

る
と
認
定
し
た
者
で
あ
つ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の

る
と
認
定
し
た
者
で
あ
つ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の
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五

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校

四

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校

又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

又
は
中
等
教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

六

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
児
童
厚
生
施
設
の
設
置
者(

五

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
あ
つ
て
、
児
童
厚
生
施
設
の
設
置
者(

地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ
て
は
、
都
道

地
方
公
共
団
体
以
外
の
者
が
設
置
す
る
児
童
厚
生
施
設
に
あ
つ
て
は
、
都
道

府
県
知
事
（
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
市
長
と
し
、
児
童
相
談
所
設
置
市
に

府
県
知
事
（
指
定
都
市
に
あ
つ
て
は
、
市
長
と
し
、
児
童
相
談
所
設
置
市
に

あ
つ
て
は
、
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
と
す
る
。
以
下
同
じ
。)

)

が
適
当

あ
つ
て
は
、
児
童
相
談
所
設
置
市
の
市
長
と
す
る
。
以
下
同
じ
。)

)

が
適
当

と
認
め
た
も
の

と
認
め
た
も
の

イ

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学

イ

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社

、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は

会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

ロ

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学

ロ

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社

、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は

会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ

す
る
課
程
に
お
い
て
優
秀
な
成
績
で
単
位
を
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同

と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
が

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
が
認
め
ら
れ
た
者

認
め
ら
れ
た
者

ハ

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理

ハ

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
、
教
育
学
、

学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
攻
す
る
研
究
科

社
会
学
、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に

又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

ニ

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学

ニ

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
、
教
育
学
、
社
会
学
、
芸
術
学
若
し

、
芸
術
学
若
し
く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

く
は
体
育
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

卒
業
し
た
者

第
七
章

児
童
養
護
施
設

第
七
章

児
童
養
護
施
設
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（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
四
十
一
条

児
童
養
護
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

第
四
十
一
条

児
童
養
護
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
の
居
室
、
相
談
室
、
調
理
室
、
浴
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

一

児
童
の
居
室
、
調
理
室
、
浴
室
及
び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

二

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は

二

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
十
五
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積

、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
乳

は
、
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

幼
児
の
み
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
六
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積

は
、
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
少
数
の
児

四

便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。

童
を
対
象
と
し
て
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

五
・
六

（
略
）

五
・
六

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
二
条

児
童
養
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
、
嘱
託
医
、
保
育
士
、
個
別

第
四
十
二
条

児
童
養
護
施
設
に
は
、
児
童
指
導
員
、
嘱
託
医
、
保
育
士
、
栄
養

対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
並
び
に
乳
児
が
入

士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を

所
し
て
い
る
施
設
に
あ
つ
て
は
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施

、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務

設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資

（
新
設
）

格
を
有
す
る
者
、
児
童
養
護
施
設
に
お
い
て
児
童
の
指
導
に
五
年
以
上
従
事
し

た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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３

心
理
療
法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
十
人
以
上
に
心
理
療
法

（
新
設
）

を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
療
法
担
当
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心

（
新
設
）

理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と

同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

実
習
設
備
を
設
け
て
職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な

２

職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児

３

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
満
三
歳
に
満
た
な
い
幼
児

お
お
む
ね
二
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
四
人
に
つ

お
お
む
ね
二
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
満
三
歳
以
上
の
幼
児
お
お
む
ね
四
人
に
つ

き
一
人
以
上
、
少
年
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
児

き
一
人
以
上
、
少
年
お
お
む
ね
六
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。

童
四
十
五
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
更
に
一
人
以
上
を
加
え

る
も
の
と
す
る
。

７

看
護
師
の
数
は
、
乳
児
お
お
む
ね
一
・
七
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。
た

（
新
設
）

だ
し
、
一
人
を
下
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
児
童
指
導
員
の
資
格
）

（
児
童
指
導
員
の
資
格
）

第
四
十
三
条

児
童
指
導
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け

第
四
十
三
条

児
童
指
導
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

（
新
設
）

三

精
神
保
健
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

（
新
設
）

四

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、

二

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
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教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程

は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業

を
修
め
て
卒
業
し
た
者

し
た
者

五

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、

三

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
、
教
育
学
又
は
社

教
育
学
又
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ

会
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同

と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認

法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者

め
ら
れ
た
者

六

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学

四

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し

、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

く
は
社
会
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

卒
業
し
た
者

七

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社

五

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す

会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者

者
八

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

六

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
高
等
学
校
若
し
く
は
中
等
教
育
学
校
を
卒
業

し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら

し
た
者
、
同
法
第
九
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
へ
の
入
学
を
認
め
ら

れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

れ
た
者
若
し
く
は
通
常
の
課
程
に
よ
る
十
二
年
の
学
校
教
育
を
修
了
し
た
者

（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し

（
通
常
の
課
程
以
外
の
課
程
に
よ
り
こ
れ
に
相
当
す
る
学
校
教
育
を
修
了
し

た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す

た
者
を
含
む
。
）
又
は
文
部
科
学
大
臣
が
こ
れ
と
同
等
以
上
の
資
格
を
有
す

る
と
認
定
し
た
者
で
あ
つ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の

る
と
認
定
し
た
者
で
あ
つ
て
、
二
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
も
の

九

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等

七

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
り
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
又
は
中
等

教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
又

教
育
学
校
の
教
諭
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
又

は
都
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

は
都
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

十

三
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
又

八

三
年
以
上
児
童
福
祉
事
業
に
従
事
し
た
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
大
臣
又

は
都
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の

は
都
道
府
県
知
事
が
適
当
と
認
め
た
も
の
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（
養
護
）

第
四
十
四
条

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
養
護
は
、
児
童
に
対
し
て
安
定
し
た
生

（
新
設
）

活
環
境
を
整
え
る
と
と
も
に
、
生
活
指
導
、
学
習
指
導
、
職
業
指
導
及
び
家
庭

環
境
の
調
整
を
行
い
つ
つ
児
童
を
養
育
す
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
心
身
の
健

や
か
な
成
長
と
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
生
活
指
導
、
学
習
指
導
、
職
業
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
）

（
生
活
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
）

第
四
十
五
条

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
は
、
児
童
の
自
主
性
を
尊
重

第
四
十
四
条

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
は
、
児
童
の
自
主
性
を
尊
重

し
つ
つ
、
基
本
的
生
活
習
慣
を
確
立
す
る
と
と
も
に
豊
か
な
人
間
性
及
び
社
会

し
、
基
本
的
生
活
習
慣
を
確
立
す
る
と
と
も
に
豊
か
な
人
間
性
及
び
社
会
性
を

性
を
養
い
、
か
つ
、
将
来
自
立
し
た
生
活
を
営
む
た
め
に
必
要
な
知
識
及
び
経

養
い
、
児
童
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

験
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
。

２

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
学
習
指
導
は
、
児
童
が
そ
の
適
性
、
能
力
等
に
応

（
新
設
）

じ
た
学
習
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
相
談
、
助
言
、
情
報
の
提
供

等
の
支
援
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
職
業
指
導
は
、
勤
労
の
基
礎
的
な
能
力
及
び
態
度

（
新
設
）

を
育
て
る
と
と
も
に
、
児
童
が
そ
の
適
性
、
能
力
等
に
応
じ
た
職
業
選
択
を
行

う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
適
切
な
相
談
、
助
言
、
情
報
の
提
供
等
及
び
必
要
に

応
じ
行
う
実
習
、
講
習
等
の
支
援
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
家
庭
環
境
の
調
整
は
、
児
童
の
家
庭
の
状
況
に
応

２

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
児
童
の
家
庭
の

じ
、
親
子
関
係
の
再
構
築
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

状
況
に
応
じ
、
そ
の
家
庭
環
境
の
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
職
業
指
導
）

（
削
る
）

第
四
十
五
条

児
童
養
護
施
設
に
お
け
る
職
業
指
導
は
、
勤
労
の
基
礎
的
な
能
力

及
び
態
度
を
育
て
る
こ
と
に
よ
り
、
児
童
の
自
立
を
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
て
、
児
童
の
適
性
、
能
力
等
に
応
じ
て
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

職
業
指
導
は
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
つ
、
児
童
の
福
祉
を
損
な
う
こ
と

の
な
い
よ
う
こ
れ
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

私
人
の
設
置
す
る
児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
当
該
児
童
養
護
施
設
内
に
お
い

て
行
う
職
業
指
導
に
付
随
す
る
収
入
が
あ
つ
た
と
き
に
は
、
そ
の
収
入
を
適
切

に
処
分
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
必
要
に
応
じ
当
該
児
童
養
護
施
設
外
の
事
業
場
等

に
委
託
し
て
児
童
の
職
業
指
導
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合

、
児
童
が
当
該
事
業
場
か
ら
受
け
取
る
金
銭
の
使
途
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
貯

金
さ
せ
る
等
有
効
に
使
用
す
る
よ
う
指
導
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
）

（
自
立
支
援
計
画
の
策
定
）

第
四
十
五
条
の
二

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
第
四
十
四
条
の
目
的
を
達
成
す
る

第
四
十
五
条
の
二

児
童
養
護
施
設
の
長
は
、
第
四
十
四
条
第
一
項
及
び
前
条
第

た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
児
童
に
つ
い
て
、
児
童
や
そ
の
家
庭
の
状
況
等
を
勘

一
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
入
所
中
の
個
々
の
児
童
に
つ
い
て
、
児
童
や

案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

そ
の
家
庭
の
状
況
等
を
勘
案
し
て
、
そ
の
自
立
を
支
援
す
る
た
め
の
計
画
を
策

。

定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章

知
的
障
害
児
施
設

第
八
章

知
的
障
害
児
施
設

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）
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第
四
十
八
条

知
的
障
害
児
施
設
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
を
入
所

第
四
十
八
条

知
的
障
害
児
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

さ
せ
る
知
的
障
害
児
施
設
（
以
下
「
自
閉
症
児
施
設
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

児
童
の
居
室
、
調
理
室
、
浴
室
、
便
所
、
医
務
室
及
び
静
養
室
を
設
け
る

一

知
的
障
害
児
施
設
（
自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
を
入
所
さ
せ
る

こ
と
。
た
だ
し
、
児
童
三
十
人
未
満
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
医

知
的
障
害
児
施
設
（
以
下
「
自
閉
症
児
施
設
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
）
に

務
室
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
静
養
室
は
、
必

ず
こ
れ
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は

、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
乳

幼
児
の
み
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
六
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積

は
、
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

三

入
所
し
て
い
る
児
童
の
年
齢
等
に
応
じ
、
男
子
と
女
子
の
居
室
を
別
に
す

る
こ
と
。

四

便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。

五

入
所
し
て
い
る
児
童
の
年
齢
、
適
性
等
に
応
じ
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備

を
設
け
る
こ
と
。

２

自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
で
あ
つ
て
、
病
院
に
収
容
す
る
こ
と
を

二

自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
で
あ
つ
て
、
病
院
に
収
容
す
る
こ
と

要
す
る
も
の
を
入
所
さ
せ
る
自
閉
症
児
施
設
（
以
下
「
第
一
種
自
閉
症
児
施
設

を
要
す
る
も
の
を
入
所
さ
せ
る
自
閉
症
児
施
設
（
以
下
「
第
一
種
自
閉
症
児

」
と
い
う
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な

施
設
」
と
い
う
。
）
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
設
備

設
備
の
ほ
か
、
観
察
室
、
静
養
室
、
訓
練
室
及
び
浴
室
を
設
け
る
こ
と
と
す
る

の
ほ
か
、
観
察
室
、
静
養
室
、
訓
練
室
及
び
浴
室
を
設
け
る
こ
と
。

。
３

自
閉
症
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
で
あ
つ
て
、
病
院
に
収
容
す
る
こ
と
を

三

自
閉
性
を
主
た
る
症
状
と
す
る
児
童
で
あ
つ
て
、
病
院
に
収
容
す
る
こ
と

要
し
な
い
も
の
を
入
所
さ
せ
る
自
閉
症
児
施
設
（
以
下
「
第
二
種
自
閉
症
児
施

を
要
し
な
い
も
の
を
入
所
さ
せ
る
自
閉
症
児
施
設
（
以
下
「
第
二
種
自
閉
症
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設
」
と
い
う
。
）
の
設
備
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る

児
施
設
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

。
た
だ
し
、
医
務
室
は
、
必
ず
こ
れ
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
し
、
医
務
室
及
び
静
養
室
は
、
必
ず
こ
れ
を
設
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
四
十
九
条

知
的
障
害
児
施
設
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
栄

第
四
十
九
条

知
的
障
害
児
施
設
（
自
閉
症
児
施
設
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同

養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下

じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
二
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
児
童
指

を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る

導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児
童
の
数
を
四
・
三
で
除
し

施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

て
得
た
数
以
上
と
す
る
。

２

知
的
障
害
児
施
設
の
嘱
託
医
は
、
精
神
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る

２

知
的
障
害
児
施
設
に
は
、
精
神
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
嘱
託
医

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

知
的
障
害
児
施
設
に
お
い
て
、
心
理
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

（
新
設
）

る
児
童
五
人
以
上
に
心
理
指
導
を
行
う
場
合
に
は
心
理
指
導
担
当
職
員
を
、
職

業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

知
的
障
害
児
施
設
の
心
理
指
導
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す

る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

５

知
的
障
害
児
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む

（
新
設
）

ね
児
童
の
数
を
四
・
三
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
児
童
三
十

人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
更
に
一
以
上
を
加
え
る
も
の
と
す

る
。
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６

第
一
種
自
閉
症
児
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
職

３

第
一
種
自
閉
症
児
施
設
に
は
、
医
療
法
に
規
定
す
る
病
院
と
し
て
必
要
な
職

員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
の
ほ
か
、
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

第
一
種
自
閉
症
児
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お

４

第
一
種
自
閉
症
児
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お

お
む
ね
児
童
の
数
を
六
・
七
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。

お
む
ね
児
童
の
数
を
六
・
七
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。

８

第
二
種
自
閉
症
児
施
設
に
は
、
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
職
員
並
び
に
医

５

第
二
種
自
閉
症
児
施
設
に
は
、
第
一
項
及
び
第
二
項
の
職
員
並
び
に
医
師
及

師
及
び
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

び
看
護
師
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

９

第
二
種
自
閉
症
児
施
設
の
看
護
師
の
数
は
、
児
童
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き

６

第
二
種
自
閉
症
児
施
設
の
看
護
師
の
数
は
、
児
童
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き

一
人
以
上
と
す
る
。

一
人
以
上
と
す
る
。

自
閉
症
児
施
設
の
医
師
は
、
児
童
を
対
象
と
す
る
精
神
科
の
診
療
に
相
当
の

７

自
閉
症
児
施
設
の
医
師
は
、
児
童
を
対
象
と
す
る
精
神
科
の
診
療
に
相
当
の

10
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

経
験
を
有
す
る
医
師
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
生
活
指
導
及
び
学
習
指
導
）

（
生
活
指
導
の
目
的
）

第
五
十
条

（
略
）

第
五
十
条

（
略
）

２

知
的
障
害
児
施
設
に
お
け
る
学
習
指
導
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
五
条
第
二
項

（
新
設
）

の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
職
業
指
導
を
行
う
に
当
た
つ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
）

（
職
業
指
導
を
行
う
に
当
た
つ
て
遵
守
す
べ
き
事
項
）

第
五
十
一
条

（
略
）

第
五
十
一
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
知
的
障
害
児
施
設
に
お
け
る
職
業
指
導
に
つ
い
て

２

前
項
に
規
定
す
る
ほ
か
、
知
的
障
害
児
施
設
に
お
け
る
職
業
指
導
に
つ
い
て

は
、
第
四
十
五
条
第
三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

は
、
第
四
十
五
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
保
護
者
等
と
の
連
絡
）

（
保
護
者
等
と
の
連
絡
）

第
五
十
三
条

知
的
障
害
児
施
設
の
長
は
、
児
童
の
保
護
者
に
児
童
の
性
質
及
び

第
五
十
三
条

知
的
障
害
児
施
設
の
長
は
、
児
童
の
保
護
者
に
児
童
の
性
質
及
び
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能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
及
び
必
要
に
応
じ
当
該

能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
通
学
す
る
学
校
及
び
必
要
に
応
じ
当
該

児
童
を
取
り
扱
つ
た
法
第
十
二
条
の
三
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
児
童
福
祉

児
童
を
取
り
扱
つ
た
児
童
福
祉
司
又
は
児
童
委
員
と
常
に
密
接
な
連
絡
を
と
り

司
（
以
下
「
児
童
福
祉
司
」
と
い
う
。
）
又
は
児
童
委
員
と
常
に
密
接
な
連
絡

、
児
童
の
生
活
指
導
及
び
職
業
指
導
に
つ
き
、
そ
の
協
力
を
求
め
な
け
れ
ば
な

を
と
り
、
児
童
の
生
活
指
導
、
学
習
指
導
及
び
職
業
指
導
に
つ
き
、
そ
の
協
力

ら
な
い
。

を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
八
章
の
二

知
的
障
害
児
通
園
施
設

第
八
章
の
二

知
的
障
害
児
通
園
施
設

（
職
員
）

（
職
員
）

第
五
十
六
条

知
的
障
害
児
通
園
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び

第
五
十
六
条

知
的
障
害
児
通
園
施
設
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

第
二
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
知
的
障
害
児
通
園
施
設
の
児
童
指
導

員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
乳
児
又
は
幼
児
の
数
を
四
で
除

し
て
得
た
数
及
び
少
年
の
数
を
七
・
五
で
除
し
て
得
た
数
の
合
計
数
以
上
と
す

る
。

２

職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

３

知
的
障
害
児
通
園
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お

（
新
設
）

お
む
ね
乳
幼
児
の
数
を
四
で
除
し
て
得
た
数
及
び
少
年
の
数
を
七
・
五
で
除
し

て
得
た
数
の
合
計
数
以
上
と
す
る
。

（
生
活
指
導
及
び
職
業
指
導
）

（
生
活
指
導
及
び
職
業
指
導
）

第
五
十
七
条

知
的
障
害
児
通
園
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
に
つ
い
て
は
、
第
五

第
五
十
七
条

知
的
障
害
児
通
園
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
に
つ
い
て
は
、
第
五

十
条
第
一
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

十
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）
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第
九
章

盲
ろ
う
あ
児
施
設

第
九
章

盲
ろ
う
あ
児
施
設

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
六
十
条

盲
児
施
設
（
盲
ろ
う
あ
児
施
設
の
う
ち
、
盲
児
を
入
所
さ
せ
る
も
の

第
六
十
条

盲
児
施
設
（
盲
ろ
う
あ
児
施
設
の
う
ち
、
盲
児
を
入
所
さ
せ
る
も
の

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は

三

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
十
五
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積

、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
乳

は
、
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

幼
児
の
み
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
六
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積

は
、
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

四
～
六

（
略
）

四
～
六

（
略
）

２

ろ
う
あ
児
施
設
（
盲
ろ
う
あ
児
施
設
の
う
ち
、
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
も

２

ろ
う
あ
児
施
設
（
盲
ろ
う
あ
児
施
設
の
う
ち
、
ろ
う
あ
児
を
入
所
さ
せ
る
も

の
を
い
う
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

の
を
い
う
。
）
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

ろ
う
あ
児
施
設
（
強
度
の
難
聴
の
幼
児
を
保
護
者
の
下
か
ら
通
わ
せ
て
指

一

ろ
う
あ
児
施
設
（
強
度
の
難
聴
の
幼
児
を
保
護
者
の
下
か
ら
通
わ
せ
て
指

導
訓
練
を
行
う
施
設
（
以
下
「
難
聴
幼
児
通
園
施
設
」
と
い
う
。
）
を
除
く

導
訓
練
を
行
う
施
設
（
以
下
「
難
聴
幼
児
通
園
施
設
」
と
い
う
。
）
を
除
く

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
児
童
の
居
室
、
講
堂
、
遊
戯
室
、
訓
練

。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
児
童
の
居
室
、
講
堂
、
遊
戯
室
、
訓
練

室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
、
映
像
に
関
す
る
設
備
、
調
理
室
、
浴
室
及

室
、
職
業
指
導
に
必
要
な
設
備
、
映
写
に
関
す
る
設
備
、
調
理
室
、
浴
室
及

び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

び
便
所
を
設
け
る
こ
と
。

二

（
略
）

二

（
略
）

３

（
略
）

３

（
略
）

（
職
員
）

（
職
員
）
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第
六
十
一
条

盲
ろ
う
あ
児
施
設
（
難
聴
幼
児
通
園
施
設
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

第
六
十
一
条

盲
ろ
う
あ
児
施
設
（
難
聴
幼
児
通
園
施
設
を
除
く
。
次
項
に
お
い

に
お
い
て
同
じ
。
）
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
栄
養
士
及
び

て
同
じ
。
）
に
は
、
嘱
託
医
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
栄
養
士
及
び
調
理
員

調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施

せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ

設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は

つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

２

盲
ろ
う
あ
児
施
設
に
お
い
て
心
理
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

（
新
設
）

児
童
五
人
以
上
に
心
理
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
指
導
担
当
職
員
を
置
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

盲
ろ
う
あ
児
施
設
の
心
理
指
導
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る

（
新
設
）

大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程

を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
す

る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

４

盲
ろ
う
あ
児
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
乳
幼

２

盲
ろ
う
あ
児
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
乳
児

児
お
お
む
ね
四
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
少
年
お
お
む
ね
五
人
に
つ
き
一
人
以
上

又
は
幼
児
お
お
む
ね
四
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
少
年
お
お
む
ね
五
人
に
つ
き
一

と
す
る
。
た
だ
し
、
児
童
三
十
五
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、

人
以
上
と
す
る
。

更
に
一
人
以
上
を
加
え
る
も
の
と
す
る
。

５

難
聴
幼
児
通
園
施
設
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
並
び
に
聴
能
訓
練
を

３

難
聴
幼
児
通
園
施
設
に
は
、
第
一
項
に
規
定
す
る
職
員
並
び
に
聴
能
訓
練
を

担
当
す
る
職
員
（
以
下
「
聴
能
訓
練
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
言
語
機
能

担
当
す
る
職
員
（
以
下
「
聴
能
訓
練
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
言
語
機
能

の
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
（
以
下
「
言
語
機
能
訓
練
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）

の
訓
練
を
担
当
す
る
職
員
（
以
下
「
言
語
機
能
訓
練
担
当
職
員
」
と
い
う
。
）

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施

設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は

設
に
あ
つ
て
は
、
栄
養
士
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。
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６

難
聴
幼
児
通
園
施
設
の
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
聴
能
訓
練
担
当
職
員
及
び

４

難
聴
幼
児
通
園
施
設
の
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
聴
能
訓
練
担
当
職
員
及
び

言
語
機
能
訓
練
担
当
職
員
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
幼
児
四
人
に
つ
き
一

言
語
機
能
訓
練
担
当
職
員
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
幼
児
四
人
に
つ
き
一

人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
聴
能
訓
練
担
当
職
員
及
び
言
語
機
能
訓
練
担
当
職

人
以
上
と
す
る
。
た
だ
し
、
聴
能
訓
練
担
当
職
員
及
び
言
語
機
能
訓
練
担
当
職

員
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

員
の
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
二
人
以
上
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

嘱
託
医
は
、
眼
科
又
は
耳
鼻
咽
喉
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る
者
で

５

嘱
託
医
は
、
眼
科
又
は
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有
す
る

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

職
業
指
導
を
課
す
る
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
生
活
指
導
等
）

（
生
活
指
導
等
）

第
六
十
三
条

盲
ろ
う
あ
児
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
、
学
習
指
導
及
び
職
業
指

第
六
十
三
条

盲
ろ
う
あ
児
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
及
び
職
業
指
導
並
び
に
盲

導
並
び
に
盲
ろ
う
あ
児
施
設
の
長
の
保
護
者
等
と
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
第
五

ろ
う
あ
児
施
設
の
長
の
保
護
者
等
と
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
条
、
第
五

十
条
、
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
難
聴

十
一
条
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

幼
児
通
園
施
設
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

第
九
章
の
三

肢
体
不
自
由
児
施
設

第
九
章
の
三

肢
体
不
自
由
児
施
設

（
職
員
）

（
職
員
）

第
六
十
九
条

（
略
）

第
六
十
九
条

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）

３

肢
体
不
自
由
児
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
乳

３

肢
体
不
自
由
児
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
、
乳

幼
児
お
お
む
ね
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
少
年
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ
き
一
人

児
又
は
幼
児
お
お
む
ね
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
、
少
年
お
お
む
ね
二
十
人
に
つ

以
上
と
す
る
。

き
一
人
以
上
と
す
る
。
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４
・
５

（
略
）

４
・
５

（
略
）

６

肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
に
お
い
て
心
理
指
導
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め

（
新
設
）

ら
れ
る
児
童
五
人
以
上
に
心
理
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
指
導
担
当
職
員

を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
の
心
理
指
導
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す

る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術

を
有
す
る
も
の
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

８

肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て

６

肢
体
不
自
由
児
療
護
施
設
の
児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て

お
お
む
ね
児
童
の
数
を
三
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。

お
お
む
ね
児
童
の
数
を
三
・
五
で
除
し
て
得
た
数
以
上
と
す
る
。

９

職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

７

職
業
指
導
を
課
す
る
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。

（
生
活
指
導
等
）

（
生
活
指
導
等
）

第
七
十
一
条

肢
体
不
自
由
児
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
、
学
習
指
導
及
び
職
業

第
七
十
一
条

肢
体
不
自
由
児
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
及
び
職
業
指
導
並
び
に

指
導
並
び
に
肢
体
不
自
由
児
施
設
の
長
の
保
護
者
等
と
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、

肢
体
不
自
由
児
施
設
の
長
の
保
護
者
等
と
の
連
絡
に
つ
い
て
は
、
第
五
十
条
、

第
五
十
条
、
第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、

第
五
十
一
条
及
び
第
五
十
三
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。

肢
体
不
自
由
児
通
園
施
設
に
つ
い
て
は
、
学
習
指
導
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
九
章
の
五

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設

第
九
章
の
五

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
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（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
七
十
四
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

第
七
十
四
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と

す
る
。

す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
四
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は

二

児
童
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
五
人
以
下
と
し
、
そ
の
面
積
は

、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

、
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

三

（
略
）

三

（
略
）

四

便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
少
数
の
児

四

便
所
は
、
男
子
用
と
女
子
用
と
を
別
に
す
る
こ
と
。

童
を
対
象
と
し
て
設
け
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
七
十
五
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
は
、
医
師
、
心
理
療
法
担
当
職
員

第
七
十
五
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
は
、
医
師
、
心
理
療
法
を
担
当
す

、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
看
護
師
、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談

る
職
員
、
児
童
指
導
員
、
保
育
士
、
看
護
師
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な

員
、
栄
養
士
及
び
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て

の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
、
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る

は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

。
２

（
略
）

２

（
略
）

３

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心

３

心
理
療
法
を
担
当
す
る
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部

理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

で
心
理
学
を
修
め
学
士
と
称
す
る
こ
と
を
得
る
者
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
大

者
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位

学
の
学
部
で
心
理
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と

を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に

に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら

よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療

れ
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療
法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理



28

法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理
療
法
に
関
す
る
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る

療
法
に
関
す
る
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資

（
新
設
）

格
を
有
す
る
者
、
情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
お
い
て
児
童
の
指
導
に
五
年

以
上
従
事
し
た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

心
理
療
法
担
当
職
員
の
数
は
、
お
お
む
ね
児
童
十
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す

４

心
理
療
法
を
担
当
す
る
職
員
の
数
は
、
お
お
む
ね
児
童
十
人
に
つ
き
一
人
以

る
。

上
と
す
る
。

６

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児
童
五
人
に
つ
き

５

児
童
指
導
員
及
び
保
育
士
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む
ね
児
童
五
人
に
つ
き

一
人
以
上
と
す
る
。

一
人
以
上
と
す
る
。

（
心
理
療
法
、
生
活
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
）

（
心
理
療
法
、
生
活
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
）

第
七
十
六
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
お
け
る
心
理
療
法
及
び
生
活
指
導

第
七
十
六
条

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
お
け
る
心
理
療
法
及
び
生
活
指
導

は
、
児
童
の
社
会
的
適
応
能
力
の
回
復
を
図
り
、
児
童
が
、
当
該
情
緒
障
害
児

は
、
児
童
の
社
会
的
適
応
能
力
の
回
復
を
図
り
、
児
童
が
、
当
該
情
緒
障
害
児

短
期
治
療
施
設
を
退
所
し
た
後
、
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

短
期
治
療
施
設
を
退
所
し
た
後
、
健
全
な
社
会
生
活
を
営
む
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
に
お
け
る
家
庭
環
境
の
調
整
は
、
児
童
の
保
護

２

情
緒
障
害
児
短
期
治
療
施
設
の
長
は
、
前
項
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
、
児

者
に
児
童
の
状
態
及
び
能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
家
庭
の
状
況
に

童
の
保
護
者
に
児
童
の
性
質
及
び
能
力
を
説
明
す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
家
庭

応
じ
、
親
子
関
係
の
再
構
築
等
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
状
況
に
応
じ
、
そ
の
家
庭
環
境
の
調
整
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

。

第
十
章

児
童
自
立
支
援
施
設

第
十
章

児
童
自
立
支
援
施
設
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（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
七
十
九
条

（
略
）

第
七
十
九
条

（
略
）

２

前
項
に
規
定
す
る
設
備
以
外
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
（
第
二
号

２

前
項
に
規
定
す
る
設
備
以
外
の
設
備
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
一
条
の
規
定
を

た
だ
し
書
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。
た
だ
し
、
男
子
と
女
子
の
居
室

準
用
す
る
。
た
だ
し
、
男
子
と
女
子
の
居
室
は
、
こ
れ
を
別
に
し
な
け
れ
ば
な

は
、
こ
れ
を
別
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
職
員
）

（
職
員
）

第
八
十
条

児
童
自
立
支
援
施
設
に
は
、
児
童
自
立
支
援
専
門
員
（
児
童
自
立
支

第
八
十
条

児
童
自
立
支
援
施
設
に
は
、
児
童
自
立
支
援
専
門
員
（
児
童
自
立
支

援
施
設
に
お
い
て
児
童
の
自
立
支
援
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
児

援
施
設
に
お
い
て
児
童
の
自
立
支
援
を
行
う
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
児

童
生
活
支
援
員
（
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
児
童
の
生
活
支
援
を
行
う
者

童
生
活
支
援
員
（
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
児
童
の
生
活
支
援
を
行
う
者

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
精
神
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有

を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
、
嘱
託
医
及
び
精
神
科
の
診
療
に
相
当
の
経
験
を
有

す
る
医
師
又
は
嘱
託
医
、
個
別
対
応
職
員
、
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
、
栄
養
士

す
る
医
師
又
は
嘱
託
医
、
栄
養
士
並
び
に
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

並
び
に
調
理
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を

。
た
だ
し
、
児
童
四
十
人
以
下
を
入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、

入
所
さ
せ
る
施
設
に
あ
つ
て
は
栄
養
士
を
、
調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施

調
理
業
務
の
全
部
を
委
託
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が

設
に
あ
つ
て
は
調
理
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

で
き
る
。

２

家
庭
支
援
専
門
相
談
員
は
、
社
会
福
祉
士
若
し
く
は
精
神
保
健
福
祉
士
の
資

（
新
設
）

格
を
有
す
る
者
、
児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
い
て
児
童
の
指
導
に
五
年
以
上
従

事
し
た
者
又
は
法
第
十
三
条
第
二
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

３

心
理
療
法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
十
人
以
上
に
心
理
療
法

（
新
設
）

を
行
う
場
合
に
は
、
心
理
療
法
担
当
職
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４

心
理
療
法
担
当
職
員
は
、
学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心

（
新
設
）

理
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
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者
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位

を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に

よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
個
人
及
び
集
団
心
理
療

法
の
技
術
を
有
し
、
か
つ
、
心
理
療
法
に
関
す
る
一
年
以
上
の
経
験
を
有
す
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５

実
習
設
備
を
設
け
て
職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な

２

職
業
指
導
を
行
う
場
合
に
は
、
職
業
指
導
員
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

６

児
童
自
立
支
援
専
門
員
及
び
児
童
生
活
支
援
員
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む

３

児
童
自
立
支
援
専
門
員
及
び
児
童
生
活
支
援
員
の
総
数
は
、
通
じ
て
お
お
む

ね
児
童
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。

ね
児
童
五
人
に
つ
き
一
人
以
上
と
す
る
。

（
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
の
資
格
）

（
児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
の
資
格
）

第
八
十
一
条

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

第
八
十
一
条

児
童
自
立
支
援
施
設
の
長
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一

る
者
で
あ
つ
て
、
厚
生
労
働
省
組
織
規
則
（
平
成
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
一

号
）
第
六
百
二
十
二
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
専
門
員
養
成
所
（
以
下
「

号
）
第
六
百
二
十
二
条
に
規
定
す
る
児
童
自
立
支
援
専
門
員
養
成
所
（
以
下
「

養
成
所
」
と
い
う
。
）
が
行
う
児
童
自
立
支
援
施
設
の
運
営
に
関
し
必
要
な
知

養
成
所
」
と
い
う
。
）
が
行
う
児
童
自
立
支
援
施
設
の
運
営
に
関
し
必
要
な
知

識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
研
修
を
受
け
た
者
で
な

識
を
習
得
さ
せ
る
た
め
の
研
修
又
は
こ
れ
に
相
当
す
る
研
修
を
受
け
た
者
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

二

社
会
福
祉
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

三

（
略
）

三

（
略
）

四

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上

四

厚
生
労
働
大
臣
又
は
都
道
府
県
知
事
が
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
五

の
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
五

年
以
上
（
養
成
所
が
行
う
講
習
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
以

年
以
上
（
養
成
所
が
行
う
講
習
課
程
を
修
了
し
た
者
に
あ
つ
て
は
、
三
年
以
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上
）
で
あ
る
も
の

上
）
で
あ
る
も
の

イ

児
童
福
祉
司
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
児
童
福
祉
事
業

イ

児
童
福
祉
司
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者
に
あ
つ
て
は
、
児
童
福
祉
事
業

（
国
、
都
道
府
県
、
指
定
都
市
又
は
児
童
相
談
所
設
置
市
の
内
部
組
織
に

に
従
事
し
た
期
間

お
け
る
児
童
福
祉
に
関
す
る
事
務
を
含
む
。
）
に
従
事
し
た
期
間

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

（
児
童
自
立
支
援
専
門
員
の
資
格
）

（
児
童
自
立
支
援
専
門
員
の
資
格
）

第
八
十
二
条

児
童
自
立
支
援
専
門
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

第
八
十
二
条

児
童
自
立
支
援
専
門
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

二

社
会
福
祉
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

三

（
略
）

三

（
略
）

四

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、

四

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く

教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

は
社
会
学
を
専
修
す
る
学
科
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
社

卒
業
し
た
者
又
は
同
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
の
学
部
で
、
心
理
学
、
教
育
学

会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を

若
し
く
は
社
会
学
に
関
す
る
科
目
の
単
位
を
優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と

優
秀
な
成
績
で
修
得
し
た
こ
と
に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に

に
よ
り
、
同
法
第
百
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め

よ
り
大
学
院
へ
の
入
学
を
認
め
ら
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立

ら
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又

支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲

は
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
二
年
以
上

げ
る
期
間
の
合
計
が
二
年
以
上
で
あ
る
も
の

で
あ
る
も
の

五

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学

五

学
校
教
育
法
の
規
定
に
よ
る
大
学
院
に
お
い
て
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し

、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る

く
は
社
会
学
を
専
攻
す
る
研
究
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て

課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に

卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の



32

従
事
し
た
も
の
又
は
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の

又
は
前
条
第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
二
年
以

合
計
が
二
年
以
上
で
あ
る
も
の

上
で
あ
る
も
の

六

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
社
会
福
祉
学
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社

六

外
国
の
大
学
に
お
い
て
、
心
理
学
、
教
育
学
若
し
く
は
社
会
学
を
専
修
す

会
学
を
専
修
す
る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た

る
学
科
又
は
こ
れ
ら
に
相
当
す
る
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
あ
つ
て
、

者
で
あ
つ
て
、
一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
前
条

一
年
以
上
児
童
自
立
支
援
事
業
に
従
事
し
た
も
の
又
は
前
条
第
一
項
第
四
号

第
一
項
第
四
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
二
年
以
上
で
あ
る

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
の
合
計
が
二
年
以
上
で
あ
る
も
の

も
の

七
・
八

（
略
）

七
・
八

（
略
）

（
児
童
生
活
支
援
員
の
資
格
）

（
児
童
生
活
支
援
員
の
資
格
）

第
八
十
三
条

児
童
生
活
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

第
八
十
三
条

児
童
生
活
支
援
員
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

社
会
福
祉
士
の
資
格
を
有
す
る
者

二

社
会
福
祉
士
と
な
る
資
格
を
有
す
る
者

三

（
略
）

三

（
略
）

（
生
活
指
導
、
職
業
指
導
、
学
科
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
）

（
生
活
指
導
、
職
業
指
導
、
学
科
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
）

第
八
十
四
条

児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
及
び
職
業
指
導
は
、
す

第
八
十
四
条

児
童
自
立
支
援
施
設
に
お
け
る
生
活
指
導
及
び
職
業
指
導
は
、
す

べ
て
児
童
が
そ
の
適
性
及
び
能
力
に
応
じ
て
、
自
立
し
た
社
会
人
と
し
て
健
全

べ
て
児
童
が
そ
の
適
性
及
び
能
力
に
応
じ
て
、
自
立
し
た
社
会
人
と
し
て
健
全

な
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

な
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
支
援
す
る
こ
と
を
目
的
と
し

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

２

（
略
）

３

生
活
指
導
、
職
業
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
五
条

３

生
活
指
導
、
職
業
指
導
及
び
家
庭
環
境
の
調
整
に
つ
い
て
は
、
第
四
十
四
条
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（
第
二
項
を
除
く
。
）
の
規
定
を
準
用
す
る
。

及
び
第
四
十
五
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
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○

児
童
福
祉
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
十
一
号
）
（
抄
）
（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

第
一
条
の
三
十
三

（
略
）

第
一
条
の
三
十
三

（
略
）

②

法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に

②

法
第
六
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
次
に

掲
げ
る
者
と
す
る
。

掲
げ
る
者
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

要
保
護
児
童
（
法
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
を
い
う

二

要
保
護
児
童
（
法
第
六
条
の
三
第
八
項
に
規
定
す
る
要
保
護
児
童
を
い
う

。
以
下
同
じ
。
）
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
要
保
護
児
童
の
両
親
そ

。
以
下
同
じ
。
）
の
三
親
等
内
の
親
族
で
あ
つ
て
、
要
保
護
児
童
の
両
親
そ

の
他
要
保
護
児
童
を
現
に
監
護
す
る
者
が
死
亡
、
行
方
不
明
、
拘
禁
、
疾
病

の
他
要
保
護
児
童
を
現
に
監
護
す
る
者
が
死
亡
、
行
方
不
明
又
は
拘
禁
等
の

に
よ
る
病
院
へ
の
入
院
等
の
状
態
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
に

状
態
と
な
つ
た
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
に
よ
る
養
育
が
期
待
で
き
な
い

よ
る
養
育
が
期
待
で
き
な
い
要
保
護
児
童
の
養
育
を
希
望
す
る
者

要
保
護
児
童
の
養
育
を
希
望
す
る
者

第
六
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

第
六
条

法
第
十
三
条
第
二
項
第
五
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も

の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一
～
十
二

（
略
）

一
～
十
二

（
略
）

十
三

児
童
福
祉
施
設

低
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）

十
三

児
童
福
祉
施
設

低
基
準
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
六
十
三
号
）

第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
で
あ
つ
て
、
指
定
施
設
に
お

第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員
で
あ
つ
て
、
指
定
施
設
に
お

い
て
二
年
以
上
相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
講

い
て
二
年
以
上
相
談
援
助
業
務
に
従
事
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
指
定
講

習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の

習
会
の
課
程
を
修
了
し
た
も
の
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第
二
十
五
条
の
二
十
八

（
略
）

第
二
十
五
条
の
二
十
八

（
略
）

②

法
第
二
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

②

法
第
二
十
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
は

、
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
次
の
各

、
児
童
福
祉
司
た
る
資
格
を
有
す
る
者
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
者
と
し
て
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一
～
五

（
略
）

一
～
五

（
略
）

六

児
童
福
祉
施
設

低
基
準
第
二
十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員

六

児
童
福
祉
施
設

低
基
準
第
二
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
児
童
指
導
員

第
三
十
五
条

法
第
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
の

第
三
十
五
条

法
第
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
る
児
童
を
一
時
保
護
す
る
施
設
の

設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
児
童
養
護
施
設
に
係
る
児
童
福
祉
施
設

低
基

設
備
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
法
第
四
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
児
童
養
護
施
設

準
の
規
定
（
家
庭
支
援
専
門
相
談
員
に
係
る
部
分
及
び
同
令
第
四
十
二
条
第
六

に
つ
い
て
定
め
る

低
基
準
を
準
用
す
る
。

項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
を
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項

た
だ
し
書
中
「
た
だ
し
」
と
あ
る
の
は
「
た
だ
し
、
児
童
十
人
以
下
を
一
時
保

護
す
る
施
設
に
あ
つ
て
は
個
別
対
応
職
員
を
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
心
理
療

法
を
行
う
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
児
童
十
人
以
上
」
と
あ
る
の
は
「
一
時

保
護
す
る
児
童
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
の
九

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お

第
三
十
六
条
の
九

児
童
自
立
生
活
援
助
事
業
所
の
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お

り
と
す
る
。

り
と
す
る
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

入
居
者
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
お
お
む
ね
二
人
以
下
と
し
、

二

入
居
者
の
居
室
の
一
室
の
定
員
は
、
こ
れ
を
お
お
む
ね
二
人
以
下
と
し
、

そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

そ
の
面
積
は
、
一
人
に
つ
き
三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

三
～
五

（
略
）

三
～
五

（
略
）
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第
三
十
六
条
の
三
十
八

（
略
）

第
三
十
六
条
の
三
十
八

（
略
）

②

児
童
福
祉
施
設

低
基
準
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二

②

児
童
福
祉
施
設

低
基
準
第
七
条
、
第
七
条
の
二
、
第
九
条
、
第
九
条
の
二

、
第
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
第
二
項
、
第
三
項
及
び

、
第
十
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
第
十
一
条
第
二
項
及
び
第
三
項
、

第
五
項
、
第
十
二
条
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
、
第
十
四
条
の
二
並
び
に

第
十
二
条
第
一
項
及
び
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
十
四
条
の
二
並
び
に
第

第
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
に
つ
い
て

十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
家
庭
的
保
育
事
業
に
つ
い
て
準

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
令
の
規
定
中
同

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読

表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み

み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
一
条
第
三
項

入
所
し
て
い
る
者

保
育
を
行
つ
て
い
る
乳

第
十
一
条
第
三
項

入
所
し
て
い
る
者

保
育
を
行
つ
て
い
る
乳

幼
児

幼
児

第
十
一
条
第
五
項

児
童
福
祉
施
設

家
庭
的
保
育
事
業
を
行

（
新
設
）

う
市
町
村

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
十
二
条
第
一
項

児
童
福
祉
施
設
（
児
童

家
庭
的
保
育
事
業
を
行

第
十
二
条
第
一
項

児
童
福
祉
施
設
（
児
童

家
庭
的
保
育
事
業
を
行

厚
生
施
設
及
び
児
童
家

う
市
町
村

厚
生
施
設
及
び
児
童
家

う
市
町
村

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除

庭
支
援
セ
ン
タ
ー
を
除

く
。
第
四
項
を
除
き
、

く
。
第
五
項
を
除
き
、

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

以
下
こ
の
条
に
お
い
て

同
じ
。
）

同
じ
。
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
削
る
）

第
十
二
条
第
三
項

児
童
福
祉
施
設

家
庭
的
保
育
事
業
を
行

う
市
町
村
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第
十
二
条
第
三
項

入
所
し
た
者

保
育
を
行
つ
て
い
る
乳

第
十
二
条
第
四
項

入
所
し
た
者

保
育
を
行
つ
て
い
る
乳

幼
児

幼
児

入
所
の
措
置
又
は
助
産

当
該
乳
幼
児
に
つ
い
て

入
所
の
措
置
又
は
助
産

当
該
乳
幼
児
に
つ
い
て

の
実
施
、
母
子
保
護
の

の
家
庭
的
保
育
事
業
に

の
実
施
、
母
子
保
護
の

の
家
庭
的
保
育
事
業
に

実
施
若
し
く
は
保
育
の

よ
る
保
育
を

実
施
若
し
く
は
保
育
の

よ
る
保
育
を

実
施
を
解
除
又
は

実
施
を
解
除
又
は

児
童
福
祉
施
設

家
庭
的
保
育
事
業
を
行

児
童
福
祉
施
設

家
庭
的
保
育
事
業
を
行

う
市
町
村

う
市
町
村

第
十
二
条
第
四
項

児
童
福
祉
施
設
の
職
員

家
庭
的
保
育
者

第
十
二
条
第
五
項

児
童
福
祉
施
設
の
職
員

家
庭
的
保
育
者

入
所
し
て
い
る
者

保
育
を
行
つ
て
い
る
乳

入
所
し
て
い
る
者

保
育
を
行
つ
て
い
る
乳

幼
児

幼
児

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

第
三
十
六
条
の
四
十
一

（
略
）

第
三
十
六
条
の
四
十
一

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）

③

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

③

第
一
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

法
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
各
号
（
養
育
里
親
希
望
者
の
同
居
人
に
あ

四

法
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ

つ
て
は
、
同
項
第
一
号
を
除
く
。
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者
で
あ
る

る
こ
と
を
証
す
る
書
類

こ
と
を
証
す
る
書
類

五

（
略
）

五

（
略
）

④

（
略
）

④

（
略
）
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第
三
十
六
条
の
四
十
三

養
育
里
親
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

第
三
十
六
条
の
四
十
三

養
育
里
親
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と

と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
そ
の
日
（
第
一
号
の
場
合

と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
そ
の
日
（
第
一
号
の
場
合

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
実
を
知
つ
た
日
）
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当

に
あ
つ
て
は
、
そ
の
事
実
を
知
つ
た
日
）
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
当

該
登
録
を
し
て
い
る
都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
住
所
地
を

該
登
録
を
し
て
い
る
都
道
府
県
知
事
又
は
当
該
各
号
に
定
め
る
者
の
住
所
地
を

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

（
略
）

一

（
略
）

二

法
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

そ

二

法
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
号
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

そ
の
後
見

の
後
見
人
又
は
保
佐
人

人
又
は
保
佐
人

三

本
人
又
は
そ
の
同
居
人
が
法
第
三
十
四
条
の
十
九
第
一
項
第
二
号
か
ら
第

三

法
第
三
十
四
条
の
十
九
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
該
当
す
る
に
至
つ
た

四
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

本
人

場
合

本
人

四

（
略
）

四

（
略
）

②

（
略
）

②

（
略
）
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○

婦
人
保
護
施
設
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る

低
基
準
（
平
成
十
四
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
九
号
）
（
抄
）
（
第
三
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
設
備
の
基
準
）

（
設
備
の
基
準
）

第
十
条

（
略
）

第
十
条

（
略
）

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

４

前
項
各
号
に
掲
げ
る
設
備
の
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

居
室

一

居
室

イ

入
所
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
収
納
設
備
等
を
除
き
、
お
お
む
ね

イ

入
所
者
一
人
当
た
り
の
床
面
積
は
、
収
納
設
備
等
を
除
き
、
お
お
む
ね

四
・
九
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

三
・
三
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
こ
と
。

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

二
～
五

（
略
）

二
～
五

（
略
）
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